
5月は「自転車の安全利用推進月間」です
●安全利用５原則
▷自転車は車道が原則、歩道は例外
▷車道は左側を通行
▷歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
▷安全ルールを守る
　●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　●夜間はライトを点灯
　●交差点での信号遵守と一時停止
　　・安全確認
▷子どもはヘルメットを着用

　自転車は原則、車両用信号に
従って車道を通行します。例外
的に歩道を走行する場合は、歩
行者に十分注意してください。
　通行車両は自転車の動きを注
視して、巻き込み事故などに十
分注意しましょう。

歩車分離信号での
自転車走行
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問合先 協働推進課 ☎35⊖3412

問合先 協働推進課 ☎35⊖3412

　市では、交通事故のない社会をめざし、安全で安心して快適に
住めるまちを実現するため、市が講じるべき交通安全に関する施
策を定めた「第10次高山市交通安全計画」を策定しました。
計画の期間　平成29年度～36年度（8年間）
計画の目標　平成36年度までに年間の交通事故死者数を0人に。

年間の交通事故負傷者数を100人以下に。
新規・拡充の内容

・高齢者の交通事故防止に係る取り組みの強化
・外国人観光客に対する交通ルールの周知などの取り組み

を追加
・市民の参加・協働による活動の推進を追加
・交通事故被害者支援に係る取り組みの充実を追加

第10次高山市交通安全計画を策定

瑞宝単光章（消防功労）

黒
くろ

木
き

 四
し

郎
ろう

さん（88）石浦町9

受章おめでとうございます
高齢者叙勲

問合先 広報情報課  ☎35⊖3134

●傍聴は先着順となります。 ●開催日時や場所が変更する場合があります。また、議
題等詳細についても担当課へお問い合わせください。

委員会・審議会を公開しています 公開予定の
委員会・審議会

開催日 会議名ほか 担当課
5月8日

（月）
庁議（幹部会）
8:30～ 市役所 4階特別会議室

企画課
☎ 35－3131

5月22日
（月）

庁議（幹部会）
8:30～ 市役所 4階特別会議室

企画課
☎ 35－3131

5月26日
（金）

農業委員会
14:30～ 市役所 地下市民ホール

農務課
☎ 35－3141

社会教育委員定例会議
15:00～ 文化伝承館

生涯学習課
☎ 35－3155

5月29日
（月）

庁議（幹部会）
8:30～ 市役所 4階特別会議室

企画課
☎ 35－3131

教育委員会定例会
9:00～ 市役所 3階行政委員会室

教育総務課
☎ 35－3153
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飛驒地域での巡回相談
期日　毎月第４水曜日 ※完全予約制
時間　午前10時～午後３時
場所　飛驒総合庁舎（上岡本町７）
申込方法　前日までに下記連絡先に TEL

　交通事故から生じるさまざまな問題に
ついて、専任の交通事故相談員が相談に
応じます。
相談日  月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
時間  午前８時30分～午後５時

交
通
事
故
相
談 問合先 県民生活相談センター　☎058⊖277⊖1001


